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序     文 
 

チリ共和国は、1970年代初めの民間主導の開放経済への移行以来、1991から1997年には平均

実質経済成長率8.3％を達成するなど、長期にわたる高度成長を実現した。その後地域情勢や世

界経済の低迷を受け、チリ経済に減速傾向が見られるも、2001年から2003年には年平均約３％

の安定した成長を実現してきている。 

しかしその経済成長の一方で、増加する自動車や工場からの排気に起因する大気汚染、工業

廃水や生活廃水による水質汚濁など、様々な環境問題が深刻化してきている。これらの環境問

題に対処するため、チリ共和国は1990年に国家環境委員会を設置し、1994年には環境基本法を

制定するなど、総合的な環境政策への取り組みを始めた。 

これまでJICAはチリ共和国の環境分野において、1995年６月から2002年５月までチリ環境セ

ンタープロジェクトを実施し、環境政策に携わる人材育成、環境問題の調査・研究、環境情報

収集・管理の実施を目的とした技術支援を行ってきた。このたび、そのチリ環境センターを実

施機関とした技術協力の要請が３件あげられたが、情報不足のため採択には至っていない。 

そこでJICAは同分野での継続した支援の重要性にかんがみ、それら要請の背景や内容、チリ

側の政策的支持等の情報を収集し、実施妥当性を検討するため、田中研一国際協力専門員を団

長とする基礎調査団を2004年７月28日から８月７日まで派遣した。同調査での協議結果は議事

録（Minutes of Meeting：M/M）にまとめられ、チリ共和国国家環境委員会長官と同調査団団長

との間でその署名が取り交わされた。 

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、日本国政府による案件

検討と今後の技術協力実施にあたって、関係方面に広く活用されることを願うものである。 

ここに調査団の各位をはじめ、調査にご協力頂いた、外務省、環境省、在チリ共和国日本国

大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援をお

願いする次第である。 

 

平成16年８月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

 地球環境部長   山口 公章 
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第１章 基礎調査団派遣の概要 
 

１－１ 経緯と目的 

平成16年度要請案件としてチリ共和国（以下、「チリ」と記す）環境センター(CENMA)を実

施機関とした以下３案件の要請が日本政府に対してなされた。 

① 環境センター研究開発強化支援 

② 国家オゾン層破壊対策プログラム 

③ 生物多様性保全のための総合流域管理 

しかしながらCENMAを実施機関としたこれら３要請案件については、要請背景、要請内容、

先方政府の政策的支持、実施体制等案件の実施妥当性検討のための情報が十分ではなく、今般

これら情報を収集し、協議内容をM/Mで確認することを目的として基礎調査を実施した（M/Mは

付属資料１．）。 

 

１－２ 調査実施方針 

１－２－１ 全体調査方針 

基礎調査団は、国家環境委員会（CONAMA）、CENMAのほか、チリ大学（CENMAはチリ大学の

財団法人）、チリ国際協力庁（AGCI））等のチリ側関係機関との協議及び現地踏査を通して

要請３案件についての実施可能性の判断に必要な情報の収集を行うこととした。また要請

３案件については、その背景、内容についての十分な説明を求め、不明な点を明らかにす

ることとし、国家計画と要請背景・要請内容との整合性、想定されている協力範囲、優先

順位の確認及び予算措置上重要となるCENMA－CONAMAの関係など実施体制面を中心とした調

査を行うこととした。調査にあたっては、これまでの協力成果の反映を踏まえた自立発展

性、協力期間中に明らかとなった課題についての改善がなされているのかといった点を留

意し、先方との協議内容については、要点をM/Mにまとめ確認した。 

 

１－２－２ 個別調査方針 

(1) 環境センター研究開発強化支援 

本件のカウンターパートと想定されているCENMAの大気汚染気象予測分野、大気汚染

管理分野における環境センタープロジェクト（1995～2002年）終了後の活動状況を把握

し、要請内容が協力成果を十分に反映した自立発展的な内容となっているか、チリの国

家計画及びCENMAの活動方針と要請内容が合致しているかといった点を中心として調査

を行うこととした。 

 

(2) 国家オゾン層破壊対策プログラム 

2001年３月に実施された「オゾン層破壊対策」プロジェクト形成調査の報告によると、

チリ国内での主なオゾン層・紫外線の観測機関として本要請案件で実施機関とされてい

るCENMAの名前はあがっていない。そこでCENMAを実施機関とした本要請案件の背景、想

定されている協力範囲を確認するとともに、CENMAの実施体制、チリの当該分野におけ

る国家計画（周辺国との協力計画も含む）及び協力ニーズの確認を行こととした。 
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(3) 生物多様性保全のための総合流域管理 

総合流域管理については森林公社を実施機関とした第三国集団研修なども行われてお

り、他の類似協力例なども踏まえCENMAを実施機関とした本要請案件の背景、CENMAの具

体的な活動状況、国家計画と本要請内容の関係について調査を行った。またチリの環境

センタープロジェクトの協力成果の反映と整合性があるのかについても確認することと

した。 

 

１－３ 調査内容 

(1) 要請背景についてこれまでの協力成果との関連性 

(2) チリ国の国家計画のなかでの要請案件分野の優先度、緊急性 

(3) 要請内容について、そのコンセプト、協力範囲 

(4) 環境センタープロジェクト期間中にプロジェクト運営上課題となった点について改善

が見込まれるか 

(5) 実施体制の確認 

・ チリの環境行政におけるCENMAの位置づけ、特にCONAMAとの関係 

・ 要請案件分野における実施体制（予算・機材・人員・実績） 

・ 要請分野における実施機関選定の妥当性 

・ 他の援助機関における当該分野の協力状況 

 

１－４ 調査団構成 

(1) 団  長：田中 研一（JICA国際協力総合研修所国際協力専門員〈環境〉） 

(2) 環境管理：乙間 末廣（北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授） 

(3) 協力企画：小林 実 （JICA地球環境部第二グループ公害対策第一チーム職員） 

(4) 通  訳：鈴木 恵子（メキシコ在住） 



 

－3－ 

１－５ 調査日程 
日 
順 月日 曜 時刻 日   程 

1 7/28 Wed 12:00 
11:30 
23:30 

成田発（JL006） 
ニューヨーク着 
ニューヨーク発（AA7711） 

2 29 Thu 11:20 
15:20 
17:00 

サンチャゴ着 
JICAチリ事務所打合せ 
CENMA表敬及び打合せ 

3 30 Fri 
 
09:45 
11:30 
15:30 
16:30 

国家環境委員会（CONAMA）表敬及び協議 
国際協力庁（AGCI）表敬及び協議 
大統領府表敬 
チリ大学表敬及び協議  

4 31 Sat 9:00- 
18:30 

第６州カチャポワール川水質調査現地視察 

5 8/1 Sun  資料整理 
6 2 Mon 09:00 

14:00- 
17:30 

CENMA、CONAMA、AGCI協議及びCENMAラボラトリー調査 
CENMAラボラトリー調査（大気汚染予測、化学分析ラボラトリー、バイオ
アッセイラボラトリー） 

7 3 Tue 09:00- 
19:00 

CENMA、CONAMA、AGCI協議  

8 4 Wed 09:00 
12:15 
15:30 

CENMA、CONAMAとの協議  
サンチャゴ市内大気汚染モニタリングステーション調査 
CENMA、CONAMAとの協議 

9 5 Thu 09:00 
12:30 
15:00 
16:00 
16:30 

CENMA、CONAMA、AGCIとの協議 
M/M署名 
在チリ日本大使館報告 
JICAチリ事務所報告 
ホテル発 

    （田中） （乙間） （小林、鈴木） 
     20:15 サンチャゴ発 

（NH2145） 
20:15 サンチャゴ発 
（LA530） 
23:00 リマ着 

10 

～  
   8/6～8/10 第三国集団 

研修研修講師 
8/12 成田着 

8/7 成田着 
 
 

8/6～8/12 メキシコ平
成16年度新規案件打合
せ等 
8/14 成田着 

 

１－６ 主要面談者 

(1) 大統領府（Ministry General Secretary of the Presidency） 

・ Mr. Rodrigo Egana Barahona (Undersecretary) 
 
(2) 国際協力庁（International Cooperation Agency of Chile：AGCI） 

・ Mr. Eugenio Perez Monje (Head,Department of Bilateral and Multilateral 

Cooperation) 

・ Mr. Ivan Mertens Galle (Coordinator Environmental and Technology Transfer 

Area) 

・ Ms. Marcela Quezada (Coordinator)  
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(3) 国家環境委員会（National Commission for the Environment：CONAMA） 

・ Ms. Barbara Richards Rojas (Executive Direction) 

・ Mr. Jorse Troncoso (Head, Department of the pollution control)  

・ Mr. Luis Carvajal CH. (Agricultural Agronomist; Liaison Officer with CENMA) 

・ Ms. Roxana Sanguineti C. (Department of Planning and Norms) 

 

(4) チリ大学（University of Chile） 

・ Dr. Luis Riveros C. (Rector) 

 

(5) 環境センター（National Center for the Environment：CENMA） 

・ Dr. Eugenio Figueroa B. (Executive Director) 

・ Ms. Patricia Matus C. (Head, Health and Environment Unit) 

・ Mr. Pablo Ulriksen U. (Head, Environmental Modeling, Information Systems and 

Inventories Unit) 

・ Mr. Jaime Duran O. (Head, Development and Strategy Unit) 

・ Ms. Maria Isabel Olmedo Castro (Head, Bioassays and Microbiology Unit) 

・ Mr. Manuel Merino Thayer ( Head, Atmospheric and Air Quality Unit) 

・ Mr. Carlos Salas (Head, Project Design and Control Unit) 

・ Mr. Ruben Verdugo (Head, Analytical Chemistry Laboratory)  

・ Ms. Beatriz Crovari (Secretary) 

 

(6) 在チリ日本国大使館 

・ 小川 元   特命全権大使 

・ 島尾 武文  一等書記官 
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第２章 全体調査結果 
 

２－１ 環境問題概要 

２－１－１ 一般経済・社会状況 

1973年の軍事クーデターによって始まった独裁政権は1988年の国民投票により終止符が

打たれ、1989年12月には総選挙が行われて、キリスト教民主党、民主主義のための政党、

急進社会民主党、社会党を含む連立政権によるパトリシア・エルウイン大統領を筆頭とし

た民主政権が誕生した。その後も連立政権を基盤としたエドゥアルド・フレイ大統領

（1994－2000）、リカルド・ラゴス大統領（2000－2006）による民主政治が続いている。こ

の最近の３つの政権の共通した政策としては、より貧困者の生活条件の向上を優先してい

ることがあげられ、国の支出の70％は教育と健康医療、住宅に向けられた。これにより国

民の識字率は97％に達し、貧困水準にあるとみなされる国民の数は大幅に減少した。 

現在進行中の経済政策は、国内の政治条件と国際経済条件が整ったことから、貿易の拡

大と、輸出及び輸出先市場の多角化を可能にし、2004年１月現在、メキシコ、米国、カナ

ダ、EU、大韓民国等と自由貿易協定を締結している。また年金政策、税制改革、国営企業

の民営化などの政策も積極的に実施し、南米諸国のなかでも模範的な経済政策のモデル国

とみなされている。過去12年間にチリは年間平均６％を上回る経済成長を遂げ、近年の国

際的な経済危機の影響は受けたものの安定した経済成長を達成している。 

 

２－１－２ チリにおける環境問題概要 

チリでは、サンチャゴ首都圏のバス・自動車の排ガス及び銅精錬工場の排気を原因とし

た大気汚染問題が深刻である。この問題に対しチリ政府は、2000年に米国の協力を得て、

バスやタクシーの燃料転換、ハイブリッドバスの導入を行ったり、2002年の６月には深刻

な大気汚染が予測されたことからサンチャゴ市内の60％の車両規制と1,000の工場の操業停

止といった緊急措置を発動したりするなど、積極的に対策を進めている。しかしながら３

～９月の冬期には粒子状物質が環境基準を超過するなど、いまだに深刻な状態が続いてお

り、気管支肺炎や閉塞性気管支炎の発生など国民生活に大きな影響を与えているのが現状

である。 

また、大気汚染問題のほかにも代表的な輸出産品である銅の精錬に伴う廃水、工業化に

伴う都市域の人口増加により生活廃水の流入など水質汚濁の問題、その他産業廃棄物、処

分場の問題など環境問題は深刻化している。 

1990年に大統領令により国家環境委員会（CONAMA）が設置され、1994年には環境基本法

が制定されて総合的な環境政策への取り組みが始まり、大気汚染、廃水処理、天然資源管

理、環境教育及び啓発、河川流域管理などを優先事項として対策に取り組んでいる。

CONAMAは大統領府所管の環境行政に係る調整機関であり、例えば大気汚染対策では保健省、

農業省、工業省など他省庁との調整をしながら環境行政に取り組んでいる。本格的な環境

問題への取り組みがまだ始まったばかりのチリにおいては、近年のEUや米国との自由貿易

協定の締結による環境管理体制の強化の必要性など取り組むべき課題は多い。 
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２－１－３ 環境法令について 

1994年に制定された環境基本法、環境基準及び排出基準の公布に関する規則によると、

環境基準は以下の２つに分けられる。 

 

(1) 環境一次基準 

環境一次基準とは、元素、化合物、物質、化学誘導品、生物、エネルギー、放射性物

質、振動、騒音又はこれらの組み合わせで、その環境における存在又は欠乏が人の生命

及び健康に害を与える可能性があるものについての最大ないし最小の許容濃度及び期間

をいい、緊急事態を引き起こす水準も定められる。環境一次基準は、大統領府長官及び

厚生大臣が署名する最高布告によって設定され、官報に告示される。環境一次基準はチ

リ全土に適用される。 

また、環境一次基準は基本法第24条により、「環境第一次基準の達成状況は、人の定

住地又は公衆の健康に直接間接に影響を与えると予見される環境内での測定によって検

証されなければならない」とあり、その測定が義務づけられている。 

基本法第28条では、環境一次規準について「チリ国家規格化委員会によって作成され、

最高布告の公布によって所管大臣から公認されたチリ国家規格がある場合は、それによ

る測定及び管理方法が提示される。チリ国家規格がない場合は、基準ごとに測定及び管

理方法が提示される」と記載されている。 

 

(2) 環境二次基準 

環境二次基準とは、物質、元素、エネルギー及びこれらの組み合わせでその環境にお

ける存在又は欠乏が環境の保護・保全、自然の保護に害を与える可能性があるものにつ

いての、最大ないし、最小の許容濃度及び期間をいう。環境二次基準を定める最高布告

においては、この基準が適用される地域が併せて定められるが、全国を対象とした場合

のほか、一部地方のみが対象となる場合がある。環境二次基準は、大統領府長官及び分

野別所管大臣が署名する最高布告によって定められ、官報に記載される。 

 

２－１－４ 環境問題に係る政府の取り組み状況 

直面する環境課題に対応するためにCONAMAは環境アジェンダ2004-2006（付属資料２．）

を作成し、それに基づき活動を行っている（組織図は付属資料３．を参照。CENMAは汚染防

止局が担当となる）。このアジェンダは2001年から2006年までの政府戦略の枠組み内で策定

されたものであり、2006年３月までのCONAMA全体の行動計画が取り極められている。この

アジェンダに定められた基本行動方針は以下の４分野である 

(1) 天然資源の保護 

(2) 公害の規制と環境の改善 

(3) 環境に対する責任と国民参画の推進 

(4) 環境行政及び環境制度の強化 

今回要請のあがった①「環境センター研究開発強化支援」、②「国家オゾン層破壊対策プ

ログラム」、③「生物多様性保全のための総合流域管理」についてはすべて上記アジェンダ

に沿ったものであり、①については(1)～(4)に共通する基本的課題であり、②、③につい
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ては(1)に含まれる課題となる。 

 

２－２ 環境行政機関概要 

２－２－１ 実施体制について 

(1) CONAMA・COREMAについて 

チリでは、経済の発展及びそれに伴うサンチャゴ首都圏への人口集中により大気汚染、

水質汚濁、廃棄物等の環境問題が深刻化し、国としてのこれら課題への取り組みは喫緊

の課題となった。そのため1990年に国の環境行政機関としてCONAMAが設立され、従来は

各省が独自に行ってきた環境行政がCONAMAで調整を図りつつ実施されることとなった。

設立当初は職員60名程度で環境基本法の原案づくりが主体であったが、1994年に環境基

本法が制定されたあとは、独自予算の執行が可能となり、現在では10の部門をもち、汚

染防止部門がCENMAの担当となっている（付属資料３．）。また各州についてはCONAMAの

州機関となるCOREMAが担当している。CONAMAの組織概要は以下のとおり。 

 

１）委員会の構成 

・ 理事会（13省の大臣が理事） 

・ 諮問委員会（理事会の付託事項について助言） 

・ 州環境委員会（COREMA） 

・ 事務局（長官以下62名、この他COREMA事務局長13名：設立時） 

２）主な権限 

・ 環境行政についての調整 

・ 環境影響評価制度の維持 

・ 環境基準・排出基準設定の調整 

・ 環境基準達成プログラムの決定 

３）理事会メンバー 

・ 大統領府長官、外務大臣、国防大臣、経済振興再建大臣、企画大臣、文部大臣、

公共事業大臣、厚生大臣、住宅・都市大臣、農業大臣、鉱業大臣、交通・通信大

臣、国有財産大臣 

・ 議長は大統領府長官 

４）州環境委員会（COREMA） 

・ 国家環境委員会（CONAMA）の州機関 

・ プロジェクトが１州内にとどまる場合、環境影響評価の調整は当該州のCOREMAで

行われる。 

・ 委員会の構成は州長官、県の知事、13省の州出先機関、各理事の選ぶ４人の委員

及びCOREMA事務局長から成る。 

（以上 金属鉱業事業団資源情報センター「チリにおける環境規制の概観」2000年11月

より） 

 

(2) 関係機関との関係 

近年、政府とCENMAは大統領府を通じてより良好な新しい関係を築いており、環境レ
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ファレンスラボラトリーとしてCENMAが強化され環境行政のなかでより重要な役割を果

たすことへの期待が大統領府、AGCI、CONAMA、チリ大学など関係機関との協議のなかで

確認された。また2003年９月12日には大統領府長官フランシスコ氏からチリ大学ルイス

学長に対し公式にレターが出されており（付属資料４．）、チリの環境行政における

CENMAの重要性、位置づけの認識が明らかにされている。CENMAがチリの環境管理におい

て諸規定、諸法令の履行証明をできるようなレファレンスセンターとなり、特に自由貿

易の輸出の促進に貢献することへの期待についても触れられており、この文書はC.C.と

して各省大臣にも送付されている。 

 

(3) CONAMA及びCENMAの予算 

2002年から2004年までのCONAMA及びCENMAの収入状況は図２－１のようになっており、

CONAMAの予算については環境センタープロジェクトが終了した2002年度から2003年度は

6.2％、2004年度は6.45％の減少となっている。一方、CENMAの予算は2002年度に比べ

2003年度は45.6％の減少、2003年度から2004年度は1.9％の減少となっている。 

 

CONAMAの予算及び
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図２－１ CONAMAの年間予算及びCENMAへの直接資金(千ペソ) 

 

これは2002年度に環境センタープロジェクトが終了し、法的なCENMAに対するCONAMA

からの直接資金の配分根拠がなくなったため大幅に資金が減少したためである（CONAMA

予算内訳詳細は付属資料５．）。CENMAの予算内訳、予算収支についてより詳細なものが

図２－２である。 
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図２－２ CENMA収入内訳 

 

CENMAの収入内訳は図２－２のようになっており、CENMAの予算は次の４つから成る。 

① CONAMAからの直接資金：この資金の用途はCONAMAとCENMAの協議によって決まる

が、CONAMA長官の自由裁量。現在は大気質の分析と大気汚染予測に限定されてい

る。2001年に大幅に減少している。 

② CONAMAからの資金：CONAMAのプロジェクトをCENMAが入札にて実施する予算。 

③ FNDRの資金：国家機関だけが入札に参加できる国で一番規模の大きい国家基金を

出資元としたプロジェクトにCONAMAを通して入札する。サンチャゴ首都圏の気象

予報モデルの改善のプロポーザルを出している。 

④ 他の機関：環境関連のプロジェクトにCONAMAと共同で若しくは単独で入札する。

農牧省（SAG）プロジェクトはこれにあたる。 

 

CENMAにとって予算の管理能力は非常に重要であり、2002年の日本の協力終了後の一

時期の最も危機的な状況は克服したものの、依然として複雑な状況にある。国からの予

算割り当ては減少しているが、外的条件（政府、民間など他機関との関係）及び内的条

件（外的条件に適した組織）の大幅な整備が行われており、2004年度は大幅な赤字の削

減が期待される（図２－３参照）。 
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図２－３ CENMA予算収支状況（2004年度は見込み額） 

 

またCENMAの収入について各分野ごとの収入内訳は図２－４のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 2002年度、2003年度及び2004年度７月までのCENMAの分野別予算状況（$） 

 

２－２－２ CENMAの組織体制と活動実績 

(1) CENMAの組織体制 

CENMAの組織体制及び人員構成については、付属資料６．、７．のとおりである。これ

までCENMAの財政的な問題を克服するための課題となっていた政府の方針の変化など外

的条件に柔軟に対応できる組織構造の強化を進めつつある。具体的には以下に記述する

ユニットの新設である。これらユニットは調査コンサルティングなどの対外的な要求に

柔軟に対応しプロジェクトの提案を行う。必要に応じ、CENMA内部、チリ大学の人材や

プロジェクトのための新規人材を雇い、チームを組み対応する。 

・ プロジェクトデザイン・コントロールユニット：政府、大学、民間、ラテンアメリ

カ諸国などからの要求にこたえるプロジェクトの発掘、作成及び他のユニットがつく
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るプロジェクトの作成支援や進行中のプロジェクトの管理（進捗状況の確認、支払い

の確認など）。 

・ 廃棄物ユニット：環境化学分析ラボのサービスの一部として、主に外部への関連分

析サービスの実施。環境化学分析ラボのスタッフが兼任する形でプロジェクトを獲得

した際のみ機能している。廃水については、ラボで関連する活動が行われているが、

固形廃棄物関連の活動は休止している。 

・ 健康と環境ユニット：環境に起因する健康被害が経済に及ぼす影響調査。 

・ 社会環境評価ユニット：現在の社会状況にあわせた基準の変更など法制の近代化を

検討する。これは2004～2006年の環境アジェンダに組み入れられている。 

・ 環境研修ユニット：政府から要望のあった政府環境関係機関の人材育成及び2004～

2006年の環境アジェンダにある一般市民の政府の環境政策への理解促進。 

 

また、実際の調査・分析活動を実施するオペレーションユニット（ここでは２分野の

み記載）は以下のとおりである。 

 

大気モデル・大気分析ラボ 

大気モデル・大気分析ラボはCENMAのオペレーションユニットの１つである。このラ

ボの人員は主任、エンジニア３名、気象学者５名、計測技士２名であり、これ以外に、

アシスタント、コンサルタントとして臨時雇いの追加人員がプロジェクトに参加する。

このラボでは、主として大気汚染に関連した調査、分析、予報、測定などが行われてお

り、ラボの主要な活動ラインは下記のとおりである。 

・ 大気汚染異常事態の予報 

－ サンチャゴにおける大気汚染異常事態（エピソード）の分析と予測 

－ 秋期・冬期のPM10の公式予報と春期・夏期の試験的オゾン予報 

－ 気象条件と大気質の関連性の分析 

・ 気象観測 

－ 首都圏における異常事態の予測を支援するための地表及び高層における気象

観測、情報処理 

－ 大気質調査に伴う全国の他の地域での気象観測 

・ 大気質モニタリング 

－ いくつかの地域での粒子状物質の連続測定 

－ 大気質情報の処理と解析 

・ 大気モデル 

－ 大気モデルの作成 

－ 中規模スケールの気象モデル、予報モデルの適用、汚染物質拡散モデルの作

成及び結果のグラフ化能力の開発 

・ 大気質調査 

－ 汚染物質の挙動分析 

－ 気象条件と大気質の関連性、排出総合調査、モデル化等大気質テーマに関す

る調査 
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バイオアッセイラボ 

バイオアッセイ・ユニットの創設（2002年12月12日開所）以来、このユニットは、

Fogarty Center（カリフォルニア大学、デイビス）などのセンターとの協力なども実施

しており、科学専門誌や学会での発表、専門家の養成や科学界でのセミナーなどの活動

にも反映されている。このユニットは優先的な開発ラインを３つ（環境毒性学、遺伝毒

性、環境微生物学）定め、活動を進めている。 

 

(2) CENMA理事会 

現在CENMAの理事会は以下のメンバーから構成される。 

Name Degree Position 

Luis Alfredo Riveros Cornejo Ph.D. in Economics CHAIRMAN 

Mario Vidal  Agricultural Scientist SECRETARY  

Luis Joaquín Nuñez Vergara Pharmaceutical Chemist TREASURER 

Jorge Las Heras Bonetto Surgeon MEMBER 

Raúl  Morales Segura  Ph.D. in Science MEMBER 

Julio Cesar Chesta Peigna Architect MEMBER 

Francisco Abel Brieva Rodríguez Ph.D. in Physics MEMBER 

Patricia Isabel Matus Correa Surgeon MEMBER 

Eugenio Figueroa Benavides  
Ph.D. In Agricultural 
Economics and Natural 
Resources 

MEMBER 

 

(3) CENMAの活動状況 

2003年４月１日にRaul Morales氏がCENMA所長を退任し、Eugenio Figueroa氏が新所

長となった。新所長の就任後、CENMA組織内の改変を進め、チリ国内の環境分野の活動

に対してより積極的なアプローチを行っている。各分野の実施したプロジェクト数は以

下のようになっている。 
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図２－５ 2002年度、2003年度及び2004年度７月までの 

 CENMAの分野別プロジェクト実施数 

 

また、2003年度CENMA活動報告書によると、各分野の活動は以下のとおりである（詳

細は付属資料８．）。 

 

大気モデル・大気分析ラボ 

・ 気象学・首都圏地域における異常事態管理システム支援プロジェクト 

・ テムコ市、パドレ・デ・ラス・カサス市大気質管理計画作成のための支援調査、

大気質状況に関する情報作成 

・ コジャイケ市PM10サンプルの重力分析 2003年９月－12月 

・ 大気汚染物質測定の品質保証に関する規則及び手順プロトコルの作成 

・ チュキカマタ汚染浄化計画の技術オーディット 

・ バルディビア市汚染物質測定 

・ El ABRA鉱業会社気象観測網の校正 

・ セロ・トロロにおける粒子状物質の測定 

・ 第10州オソルノ市における粒子状物質測定と汚染分析 

・ Dominga採石場-La Viñaプロジェクト大気質影響分析 

・ SIC火力発電所からの排出のトラジェクトリーを計算するコンピューター・プログ

ラムの論理モデルとトラジェクトリー・シミュレーション・ソフトウェアの開発 

・ イキーケ、トコピーヤ、メヒジョネスで採集された地表粉塵サンプルの分析 

 

環境化学ラボ 

・ ISO 17050認証の維持のための下記活動の実施 

－ 相互比較テストへの参加 

－ 分析適合性テストへの参加 

－ 品質システムの恒常的評価（内部オーディットとマネージメントの見直し） 
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－ 分析方法の確認プログラム外部オーディット〔カナダ、国家計量機構（INN）〕 

・ FDI-CORFOプロジェクト「環境化学測定全国標準ラボ」 

・ 「ティンギリリカ川、サモラノ潟水質測定プログラム」プロジェクトへの参加 

 

バイオアッセイラボ 

・ 鉛学会への報告書作成に参加 

・ アンドレス・ベーヨ大学顕微鏡修理 

・ カチャポアル川監視委員会に対するカチャポアル川水質に関する四半期ごとのデ

ータ分析 

・ Stephen McCurdyセミナー「カリフォルニア大学デイビス 集中疫学法コース展

望」（６月18日） 

・ 公衆衛生学科セミナー（３月７日）環境毒性学 María Isabel Olmedo、10月７

日 遺伝毒性学 Manuel Ellahueñe） 

・ コース「水の化学的・生物学的汚濁：その検出のための生物学的方法」（８月４

日、５日 CENMA） 

・ カリフォルニア大学Fogarty Center所長 Jerold Last博士による訪問とセミナ

ー（８月18日～21日） 

・ FONSAGプロジェクト落札 期間は25か月間 

・ 水体の生物学的状況を測定する方法としての生物指標とバイオアッセイ使用のた

めのモデル開発 

 

環境情報システムラボ 

・ 道路工事実施による環境影響モデル化システム構築のための調査 

・ 有害廃棄物申告・フォローシステム開発のための調査 

 

環境学科 

チリ大学にはCENMA環境学科が存在する。これは2001年から正式に開始されたもので、

環境に関連した分野で専門性の高い人員を養成するための支援活動であり、次のテーマ

で環境化学の授業が行われた。 

・ 気象変数測定の計測器デモンストレーション・ラボ 

・ 粒子状汚染物質の分析方法 

・ 大気モデル 

・ 揮発性有機化合物のサンプリング 

 

また2004年度活動についてはCONAMA－CENMA作業枠組みアジェンダ（付属資料９．）等

の方針に基づいて活動を実施しており、ティンギリリカ川の水質二次基準作成に係る調

査、FDI－CORFOによる環境化学分析関連プロジェクトなどが現在実施されている（付属

資料10．）。 
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２－２－３ これまでの日本による協力概要 

これまでチリに対しては、灌漑や上下水道分野における有償資金協力や、1979～1989年

に実施されたサケ・マスの水産養殖プロジェクト、1989年から1995年まで実施された植物

遺伝資源プロジェクト等の技術協力など、各種の支援がなされてきた。環境分野における

技術協力としては、1995年６月から2002年５月（２年間の延長期間を含む）まで、チリ環

境センタープロジェクトを実施し、環境政策に携わる人材育成、環境問題の調査・研究、

環境情報収集・管理の実施を目的として設立されたチリ環境センター（CENMA）に対して、

大気汚染気象予測分野、水質管理・産業排水分野、産業廃棄物管理分野、大気汚染管理分

野、環境毒性試験分野などにおける技術支援を行った。またこのプロジェクト期間の前半

には無償資金協力（環境特別無償適用プロジェクト）によりCENMA及び関連機関に対して首

都圏の大気汚染対策を中心とした環境モニタリング機材が導入されている。 

各分野における協力成果概要は以下のとおりである。 

 

(1) 大気汚染気象分野 

翌日及び翌々日の大気汚染状況の予測（PM10濃度）に必要なデータの情報の自動入手

から大気汚染予報を発出するまでの一連のシステム整備及び付随の技術指導（客観的大

気汚染気象予測技術の指導）を行い、自動車走行規制や工場の操業停止など規制実施の

ための基礎的情報の提供につながった。 

また光化学反応も取り入れた大気汚染シミュレーションモデルを移植し、モデル領域

の拡張及び気象観測点の再配置などが行われ、より正確なシミュレーションが可能とな

るなどの成果があった。 

 

(2) 大気汚染管理分野 

移動発生源関係、固定発生源関係の種々調査を実施し、排出量計算台帳管理システム

（SAIE）の構築は1997年12月に策定された「サンチャゴ地区大気汚染防止計画」の基礎

情報となった。 

また大気質モニタリング機器の精度管理に必要な校正用機材が導入され、大気質モニ

タリング機器維持管理及び測定データのバリデーション等のマニュアルが作成された。 

その他、揮発性有機化合物（VOC）の分析、パッシブサンプラーによるO３、SO２、NOx

の分析法の技術移転なども行われ、大気汚染物質（無機物）に関して23のパラメーター

においてISO17025の取得が協力期間中に達成された。 

 

(3) 水質・産業廃水分野 

47の分析パラメーターについてISO17025国際認証を取得、またサンチャゴ首都圏の主

要河川におけるサンプリングから水質評価に至るまでの一連の技術指導が行われ評価結

果報告書をCONAMAへ提出するなどの成果があった。 

 

(4) 廃棄物分野 

化学分析ラボを立ち上げ、サンプリング法及び分析技術を確立し、３つの分析パラメ

ーターについてISO17025国際認証を取得した。 
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(5) 環境毒性試験分野 

プロジェクト延長期間に入り環境毒性試験分野を立ち上げOECD試験法を用いた毒性化

学物質の分析法の基礎的な準備を行い、試験生物飼育などの指導が行われ、小規模な試

験依頼に対応できる体制整備がなされた。 

 

なお、チリ環境センタープロジェクトにおける投入は以下のとおりである。 

環境センタープロジェクト  

長期専門家 16名 

短期専門家 57名 

カウンターパート研修 38名 

機材供与 約５億円 

無償資金協力(気象局、首都圏環境保健事務所等) 約８億円 

 

またチリ環境センタープロジェクト終了後の協力として、2003年度から中南米諸国から

の参加者が環境行政・政策の基本概念を習得し、自国の環境保全政策に寄与することをコ

ース目標とした第三国集団研修が開催されるとともに、短期個別専門家２名〔大気汚染モ

ニタリング（大気汚染予測）、環境微生物学〕の派遣が実施された。 
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第３章 要請案件調査結果 
 

基礎調査により確認した３要請案件の背景、内容及び調査団見解は以下のとおりである。 

 

３－１ 環境センター研究開発強化支援 

本要請は環境化学分析技術分野と都市大気質モニタリング及び大気汚染予測モデル分野の

２つの分野から成っている。 

 

３－１－１ 環境化学分析技術分野 

(1) 要請の背景 

自由貿易協定の進展を背景に、輸出プロセスにおける環境対策の一環として、チリ政

府は国家計量検定システムの強化が必要となっており、経済産業大臣の決定により４年

前から、国家計量機構（INN）をリーダとする関連機関による国家計量検定ネットワー

クの構築が図られている。CENMAはINNとの協定により、国家計量検定ネットワークの中

で、環境分析分野のレファレンスラボラトリーとして位置づけられており（付属資料

11．）、その地位に相応の能力を備えることが緊急の課題となっている。 

 

(2) 要請の内容 

本件の要請内容は、CENMAがレファレンスラボラトリーとして、他の環境ラボラトリ

ーの技術指導を行い分析精度を管理・保証できる技術・能力を確立するための支援であ

る。具体的には以下の項目が含まれる。 

・ 有機分析に関する技術移転 

・ チリ国内のマトリックスを用いた標準資料に関する技術支援 

・ 認証プログラムに関する技術支援 

・ 既存分析技術（無機分析）の向上、開発研究に関する技術支援 

・ 周辺国研修（水平協力）への支援 

・ 上記に関する技術的・機材的支援 

 

(3) 国及び関連機関の動向 

既に記述したように、CENMAが環境化学分析分野においてチリのレファレンスラボラ

トリーとなることについては、CONAMAなど国及び関連機関が認知し支援を表明している。

客観的に、技術レベル、機材、分析項目の広さなどを考慮すると、CENMAに代わる機関

は現在のチリ、少なくともサンチャゴ首都圏には存在しない。 

経済産業省傘下のCORFO（チリ生産のための資金公社）は計量検定ネットワーク関連

に資金提供しており、CENMAは2004年から３年間で総計50万ドルの資金を受けることが

決定している。 

 

(4) 期待される成果及びコメント 

前回の技術協力の成果として、無機化学分析の分野ではISO17025の認証を得ているが、

有機化学分析については前回の技術協力に含まれていなかった分野である。有機化学分
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析は昨今の環境汚染問題に対処するうえでは不可欠な要素であり、この分野の分析技術

がCENMAに加われば、沿岸生態系管理、都市大気汚染の評価、養殖廃棄物による地域汚

染などのプロジェクトに現在以上に参加でき、チリの環境改善に大きく寄与できると思

われる。前回の協力時における無機化学分析と同様に、有機化学分析分野における

ISO17025の認証取得は次回の技術協力プロジェクトの目標のひとつとなり得る。 

前述のCORFOの資金提供は標準物質作成に関するものである。国の環境分析計測を標

準化するうえで標準物質は不可欠であり、その作成には高度な技術を必要とする。

CENMAがチリの環境標準物質を作成し外部に提供できるようになれば、分析機関として

の地位が確固たるものになるとともに、CENMAの経済的基盤確立にも寄与する。しかし、

この分野では既にカナダが一部協力支援しており、日本の協力は重複を避ける必要があ

る。 

チリにおける環境化学分析に対する需要は、経済・社会的な発展に伴い、急激に増大

しているが、信頼できる分析データを提供できる機関が少ないため、データの粗製乱造

が懸念され始めている。分析技術の監査や分析結果の相互チェックシステムの確立はチ

リが分析において対外的信頼を得るためにも不可欠であり、CENMAは国の環境センター

としてそれに貢献する責務がある。 

 

 

３－１－２ 都市大気質モニタリング及び大気汚染予測モデル分野 

(1) 要請の背景 

CONAMAの2002～2006年環境アジェンダでは４つの環境課題、すなわち、都市の環境改

善、環境行政の近代化、生物多様性の保護、環境文化及び教育をあげており、チリが現

在抱えている緊急性の高い環境問題への具体的なアプローチが要請されている。そのな

かの都市の環境改善では、チリ国内の大気質モニタリングステーション・ネットワーク

をめざす全国大気質情報システムの構築が進められており、CONAMAはネットワークを構

成する各モニタリングステーションでの観測データについて品質保証及びデータの一括

管理をCENMAに期待している。 

観測ステーションとしては、サンチャゴ市内に首都圏環境衛生局（SESMA）が所有す

る７か所、テムコに２か所（１つはSESMAが管理し、もう１つはスイスからの供与機材

でCENMAが管理している）、コンセプションの第８州医療衛生当局（SESMAの地方組織）

の管理下に２か所ある。アントファガスタでは民間・公共機関の所有を合わせて25か所

あり、チリ全体では総計約100か所のステーションと200台以上の機器が存在する。これ

らのステーションにおける測定は統一した基準がなく、それぞれの方式に基づくオペレ

ーションがなされておりデータの質の保証が問題となっている。ステーション間のデー

タ比較を可能にするためにも一連の手続きの標準化が必要になっている。 

 

(2) 要請の内容 

CENMAが得意とする分野であるが、従来は対象が汚染の激しかったサンチャゴ首都圏

に限定されていた。近年は地方都市でも大気汚染の進行がみられ、モニタリング及び対

策が求められている。今回の要請内容は、チリ政府が大気汚染対策の地方展開を進める
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にあたって、CENMAが中心的に重責を担うためのものである。 

・ 大気汚染モニタリング機器の精度管理と校正をするレファレンスラボラトリー

を設立するための技術支援 

・ 大気汚染モニタリングの各測定について標準化するための技術支援 

・ 民間及び公共機関によるモニタリングデータの統一的な管理に関する技術支援 

・ 地方都市における大気汚染対策研究に関する技術支援 

・ CENMAで開催するセミナー、ワークショップ（水平協力）への支援 

・ 大気汚染に関する国際会議への参加支援 

・ 上記に関する機材の支援 

 

(3) 国及び関連機関の動向 

大気汚染モニタリングネットワークの地方展開については、テムコをはじめとする3

つの地方都市を対象に、CONAMAがCENMAと協力して既に着手しており、活動資金も配分

されている。CONAMAの任務は政策として全国ネットワークを構築することであり、実際

の測定はSAGやSESMAが担当している。 

地方都市における大気汚染対策研究については、スイスのCOSUDEがテムコ、ランカグ

ア、ビニヤデルマールを対象に、試験モニタリング、排出源台帳作成、汚染源（薪）管

理などを内容とするプロジェクトを開始している。ただし、モニタリングそのものの整

備はプロジェクトに含まれていない。 

 

(4) 期待される成果及びコメント 

社会・経済の発展に伴って、汚染が地域の環境基準を超過している汚染飽和地域及び

環境基準の80～100%に達している汚染潜在地域が増えており、特に、汚染潜在地域は地

方に拡散しつつあることから、全国的な大気汚染モニタリングネットワークの構築はチ

リ政府の緊急課題である。そのためにはモニタリングステーションと関連技術者を組織

的かつ飛躍的に増加させる必要があり、測定手順標準化、データの精度管理、データベ

ース化などは必須となる。CENMAにこの分野のレファレンスラボラトリーが確立され、

国内データが統一的に管理されるようになると、チリの大気汚染防止システムの強化に

甚大な貢献をする。 

地方都市においても汚染が進行していることから、汚染対策を実施する必要性があり

CONAMAはCENMAの協力を期待している。この面で先行しているスイスの支援はテムコな

ど特定の都市の試験調査に限定されており、CONAMAがめざす全国的な地方都市展開を視

野に入れたものではない。CENMAがこの分野の知見を蓄積し技術レベルを上げることに

より、地方CONAMAをはじめ地方組織の職員を研修する機関となることができ、チリの汚

染対策実施能力の底上げに寄与する。 

この分野のCENMAの担当者からのヒアリングによると、CENMAがサンチャゴ首都圏にお

いて現在実施している気象予測に基づく短期大気汚染予測モデル（前日あるいは数時間

前の予測）の開発と適用を地方に展開するとのことであったが、この点には注意を要す

る。サンチャゴ首都圏の中心的汚染源は自動車等の移動発生源といくつかの工場による

産業発生源であり、予測モデルに基づく警報時には自動車の走行制限や工場操業制限
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（どちらも現在実施されている）など緊急対策を取りうる。一方、テムコなど南部の地

方汚染地域の主たる汚染源は冬期暖房用に使用する薪であり、日常生活に伴う面的汚染

である。この場合、とるべき対策は燃料変換、暖房方式の変更などライフスタイルの変

更であり、短期大気汚染モデル予測に基づく対策効果は極めて限定的である。近年、大

きな工場が地方都市周辺に立地され大気汚染の進行が懸念される場合もあるが、これら

に対しては都市計画や環境影響評価で対応すべきで、そのとき使用する予測モデルは現

在サンチャゴ首都圏で使われている短期的な予測モデルとは本質的に異なるものと思わ

れる。 

 

３－２ 国家オゾン層破壊対策プログラム 

３－２－１ 要請の背景 

チリ南部ではオゾンホールの拡大に伴う動植物への紫外線の影響が懸念されている。し

かしながら、チリには紫外線を組織的に監視するプログラムはなく、今後の対策立案には

基礎データの組織的な収集が必要である。チリは成層圏オゾン層保護に関するウィーン条

約及びオゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書に署名しており、また、最近、チ

リとアルゼンチンの大統領により気候変動とオゾン層に関する共同声明が出されている。

これらの状況から、オゾン層の問題に関して、積極的に取り組む必要がある。 

成層圏のオゾン層観測については１年半前から南部のプンタレーナス（マガジャネス大

学）に機材が設置されているが、プンタレーナスは雲が多く機材の構成には適しておらず、

他の場所での構成が必要である。 

一方、地上における紫外線については、７年前から紫外線マルチチャネル・ラジオメー

タ・ネットワーク・プロジェクトが実施されており、気象局や一部の大学で測定が実施さ

れているが、観測データの検証は行われていない。雨量が少ないアンデス山中の鉱山労働

者や観光客、登山者、スキーヤー、日光浴する人々への紫外線暴露量が大きく、健康被害

が懸念されるため、測定網の補充、強化が必要である。 

 

３－２－２ 要請の内容 

本件の要請内容については、成層圏オゾン層の観測に関するものと地上の紫外線観測に

関するものがある。成層圏オゾン層の観測についてはCENMAあるいはチリ大学が自ら実施す

ることを想定し、一方、地上紫外線についてはCENMAが国内観測ネットワークのレファレン

スラボラトリーとなることをめざした支援要請である。 

・ 紫外線測定とオゾン層観測のためのレファレンスラボラトリーを設立するための技術

支援 

・ 紫外線測定とオゾン層観測のための機材支援 

・ 紫外線測定とオゾン層観測のためのチリ側カウンターパートの研修 

・ CENMAで開催するセミナー、ワークショップ（水平協力）への支援 

・ 日本の研究機関との研究協力の実施〔国立環境研究所のILAS（改良型大気周縁赤外分

光計）プロジェクト等〕 
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３－２－３ 国及び関連機関の動向 

隣国アルゼンチンでは日本の協力などを得て３か所で成層圏オゾン層の観測を実施して

いるが、チリではプンタレーナスでの観測１か所である。チリ政府はこの分野でアルゼン

チンと協力していくことになっているが、いまだ特段の措置はとられていない。 

IAI（Inter-American Institute for Global Change Research）が紫外線のマルチチャ

ネル・ラジオメータ測定に関するネットワークを構築しており、チリの科学者が参加して

いる。 

 

３－２－４ 期待される成果及びコメント 

本件の要請は成層圏オゾン層観測と地上紫外線観測に関するものであるが、これらの評

価、期待される成果については個別に考える必要がある。成層圏オゾンの破壊は南極圏で

観測されており、その影響による地上紫外線の増加が及ぶ範囲はチリ南端部で、懸念され

る被害も健康被害ではなく動植物など生態系に対するものである。一方、紫外線による健

康被害が問題になっているのは鉱山関係者が多い北部乾燥地域であり、高紫外線の主たる

原因はオゾン層の破壊ではなく高山地域の希薄大気あるいは乾燥地域特有の水蒸気分の低

さである。 

マガジャネス大学の研究スタッフが弱体であることを考慮すると、人口の集中するサン

チャンゴにあるCENMAあるいはチリ大学に成層圏オゾン層を観測する機器を設置することは

機器の維持、データの活用面からメリットがありこの分野の学術レベル向上に貢献するで

あろう。しかし、前述のように成層圏オゾン層が増減しオゾンホールが出現するのはチリ

南部で、サンチャゴ首都圏はその圏外にありオゾン層を直接観測するために適切かどうか

疑問である。その意味では既存のプンタレーナス観測施設を拡充する方がサンチャゴに新

設するより、学術的貢献度が大きいと思われる。また、この分野で国家的なプロジェクト

が実施されていないため、機器の維持管理、研究遂行のための費用確保が懸念材料となる。 

チリは南北に長く、北の砂漠地域から南の南極圏まで含み気候や大気の様相が多様に変

化し、それに伴って地上に到達する紫外線の量や波長も変化する。特に北部乾燥地域での

紫外線健康影響が問題視されていることから、チリにおいて紫外線観測網を確立すること

は重要な環境課題である。既存のネットワークは、測定機器が設置されていない地域の存

在や波長別に紫外線が測定できるマルチチャネル測定機材の不足がみられ、CENMAを通じて、

これらの機材供与と測定技術・機器の維持管理技術が移転されると、チリの紫外線対策政

策に大きく寄与する。また、CENMAが機器に関してレファレンスラボラトリーの機能を果た

せるようになると、国内のネットワークの調整、維持管理への寄与のみならず、同様の問

題を抱えている周辺国への寄与も期待できる。 

 

３－３ 生物多様性保全のための総合流域管理 

３－３－１ 要請の背景 

チリの水利用形態は特徴的であり、飲料水の大半は地下水を使用し近年まで河川水への

依存度は低かった。河川水の相当量は山岳部付近で鉱業用に採取・放流され、盆地や平野

部では農業用に活用されている。鉱業用排水が農業利用に悪影響を与える懸念のある地域

では、導水路又は導水管により農業地域をバイパスさせ下流域に廃水を放流する措置をと
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っている。したがって、これまでは河川に対しては親水機能より排水・導水機能を重視し

た施策がとられ、その結果、河川水量の減少、水質の悪化、生態系（水圏動植物）への影

響、農業生産物への影響などが顕在化してきている。この傾向は工業生産、農業生産が増

加するに伴って加速されている。現在チリは、メキシコ、カナダ、EU、米国、大韓民国な

どと自由貿易協定を結んでおり、輸出産品の製造に関しても環境への配慮が必要となった

ことから、河川水質の保全とそのための流域の管理は避けられない課題となっている。 

1994年に制定された環境基本法は健康影響にかかわる環境一次基準と生態系影響にかか

わる環境二次基準の設定を求めており、それ以後、チリ政府は一次基準から順次設定作業

を進めている。近年、自由貿易協定の推進と相まって水質二次基準の整備を進める機運が

高まっており、既にこれに関する大統領令も発せられていて（付属資料12．）、基準設定に

は生物学的手法によるデータも考慮するよう記されている。これを受けCONAMAは水質二次

基準の作成を優先プログラムの１つとし、関連機関の協力により、主要河川水域について

化学的、物理学的観点のほか、生物学的観点からの調査を実施することとなっている。 

 

３－３－２ 要請の内容 

要請案件の内容は、水質二次基準の作成にあたり生物学的観点からの調査を実施するた

めに必要となるラボラトリーの技術及び設備に関するもの、さらに調査データを用いた総

合流域管理計画を策定できる能力を獲得するための技術支援である。 

・ バイオアッセイラボラトリーを設立するための技術及び機材支援 

・ 主要河川において総合流域管理のためのモデル開発に関する技術支援 

・ 主要河川のデータベース作成に関する技術支援 

・ 主要河川の総合管理用GISシステム構築に関する技術及び機材支援 

・ 流域管理専門家の派遣と学術的協力関係の確立 

・ セミナー及びワークショップ開催に関する技術支援 

 

３－３－３ 国及び関連機関の動向 

主要河川について、CONAMAは生態毒性試験、バイオアッセイ（遺伝毒性試験を含む）を

含む水質調査を開始している。CENMAはそのうちのティンギリリカ・サモラノ川の調査プロ

ジェクトを受託するとともに、カチャポアル・エルキ川の調査プロジェクトにはSAGを介し

て協力している。2005年から３年間の予定で実施されるサンチャゴ地域（マイポ・マポチ

ョ川）の調査についてもCENMAはCONAMAにおけるマスタープラン作成に加わっていることか

らCENMAの受託が確実視されている。 

水質分析に関して、サンプル処理能力及び分析の質からみるとCENMAと対抗できるところ

としては第８州のコンセプション大学が考えられるが、サンチャゴに位置するという地理

的な条件を考慮すると、国の施策に技術面で中心的に貢献できるのはCENMAである。生態毒

性、遺伝毒性について組織的に分析できる機関については、まだチリに存在しない。 

 

３－３－４ 期待される成果及びコメント 

CONAMAは、従来の水質分析にバイオアッセイ試験（遺伝毒性試験、生態毒性試験を含

む）が加われば水質汚染問題のなかで極めて大きい意義があると考えており、CENMAが生物
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学的分析技術を蓄積し信頼できるデータを提供することにより、チリの環境行政に大きく

貢献する可能性がある。ただし、この分野の技術はチリにとって新規であり、短期間で技

術移転が完了できるかどうか予断を許さない。 

CENMAのバイオグループはチリ大学やサンチャゴ大学の研究者と協力して実施しており、

ある程度の信頼を既に得ている。このことが前述の水質調査プロジェクト受託の一要因と

思われる。この分野の分析で日本の支援が実現しCENMAの能力が向上すればチリ国内で確固

たる地位を確立することができ、将来的にはバイオアッセイ技術普及の国内センターとな

り得る。 

河川の水質を保全するためには、流域全体の汚染源を管理することが不可欠であり、日

本では流域単位で水質測定、汚染源インベントリーの作成、河川水質保全のための予測モ

デルの開発、汚染対策計画の策定などの手法が広く普及している。チリにおける水質保全

政策は、今後、同様の方向に向かうものと予想される。幅広い水質分析の技術を蓄積して

いるCENMAはこの分野の仕事をするのに適した機関であり、先行的に技術の取得を開始する

価値は十分にある。ただし、水質分析技術と汚染対策計画立案能力は別分野の知見であり、

技術協力を実施する場合はその内容や時期について的確に判断する必要がある。 

 

３－４ 総 括 

チリでは、軍事政権であったピノチェット政権が1990年に倒れ、エルウイン民主政権が発

足した時期に環境センター設立に関する要請が出された経緯がある。1990年６月に国家環境委

員会（CONAMA）が設置され、当初そのCONAMA事務局長、次長の２名で業務がスタートしたが、

14年を経て、CONAMAの職員数は着実に増えており、現在は各州の地方環境委員会のスタッフも

合わせて約400名となり、組織強化が進みつつある。 

なお、環境センターへの協力にあたっては、チリにおける特殊な事情を受けたセンター設

立の経緯を踏まえておくことが重要である。ピノチェット軍事政権時代においては、大学に対

する国際協力プロジェクトは、反軍事政権の旗手であった国立チリ大学ではなく、私立大学で

あるカトリカ大学に対して実施されていたのである。民主政権は小さな政府をめざすため他の

政府機関・組織の削減を実施し、CONAMAにも環境研究機関を設置しない方針を打ち出していた。

エルウイン新大統領が前チリ大学法学部長であったことと、前述のようにピノチェット軍事政

権に対抗していたチリ大学が環境研究の人材が最も揃っていたという理由により、チリ大学の

財団がセンターを設置し、CONAMAがカウンターパートの責任機関として監督しながら、研究研

修結果を環境行政に生かしていくことがチリ政府内で合意された経緯がある。チリの環境セン

ターがこれまでに果たしてきた役割のひとつである首都圏の大気汚染対策への寄与については、

冬期の大気汚染注意報発令時、都心での車両通行規制を行うための行政判断に資する科学的な

分析結果を提供しており、チリ国内でも評価されている。 

一時期CONAMA－CENMAの関係は、CONAMA長官の人事による影響を受けたこともあったが、

2004年８月現在では大統領府が両者の間を取り持ち、CONAMAによるCENMAへの支援体制が再構

築されつつある。約10年前、CENMAプロジェクトの形成時から日本側とチリ側関係者の間で議

論してきたように、チリ政府がCENMAをレファレンスラボとして本格的に活用することの重要

性を再認識して、財政的な支援措置を直接・間接的にとりつつあることに現れている。 

CENMAは、政府の環境政策の変化や、CONAMAの長官の交代に伴う支援体制の変更などに柔軟
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に対応する組織づくりが必要となっている。３代目のフィゲロア現所長は、環境経済を専門と

しており、チリ大学のリベーロス学長の信任を得て、2003年４月１日から所長として積極的に

CONAMAとの関係強化を推進している。分析やデータの作成能力の向上をめざす分析部門は以前

と変わらずに重要であり、CONAMAとCENMAで協議したアジェンダに沿って化学ラボ、大気質ラ

ボの活用と生物学的検定ラボの創設・拡充が行われている。 

ラテンアメリカ及びカリブ地域のための第三国集団研修「環境行政」も、第２回目が2004

年８月に実施され、日本のこれまでの協力の成果がチリ側関係者の努力により生かされつつあ

る。上に述べたように、チリの環境行政が本格的に動き始めている今、CONAMAとCENMAが協議

し、３つの要請（「環境センター研究開発強化支援」、「国家オゾン層破壊対策プログラム」、

「生物多様性保全のための総合流域管理」）については、それぞれの必要性と各プロジェクト

内の活動の優先度について確認することができた。今後の案件検討にあたっては、これらいず

れの要請もCENMAの能力強化を基礎に環境問題に対処していくことが基本方針であることから、

「環境センター研究開発強化支援」を中心に据えつつ他の２件を取り込んでいく形が望ましい

と思われる。なお、採択がなされた際には、事前調査において今回調査で確認された優先度を

参考にしつつ協力内容を整理する必要があると考える。 



 

－25－ 

第４章 事前評価調査団派遣に向けて 
 

４－１ 留意事項等 

今回実施した基礎調査では、要請案件の背景・内容について確認し、それらがチリの環境

行政の喫緊の課題であり、CENMAに対して非常に高い期待が示されていることをCONAMA等関係

機関との協議で確認した。今後事前評価調査等にて以下の点を確認する必要があると考えられ

る。 

① CENMAの環境行政上の位置づけ 

② 環境問題、環境行政の全体像及びそのなかでの本プロジェクトの位置づけ 

③ CENMAがプロジェクトを実施し、その後自立発展的に活動を継続していくのに必要な十

分な質と数の人員の確保。なお、今回の基礎調査では、化学分析部門の人員は、過去の

経済的理由から前回の日本の技術協力終了時より若干減少していることが確認された。 

④ 協力の考えられる分野における具体的問題事例（大気質モニタリングの精度管理がな

されていないことでどのような問題が起きているのか、二次基準が策定されていないこ

とで具体的に何の問題が起きているのか、計量制度の整備が行われていないことで何が

具体的に問題となっているのか等） 

⑤ 協力の考えられる分野におけるCENMA以外の機関の活動状況、役割分担詳細 

⑥ カナダケベック州の協力やスイスの協力などCENMAに対する国際環境協力の動向とそれ

らとの協調の可能性 

また、今回協力の考えられる３分野については、CENMA各部門の有効な連携が不可欠であり、

かつ協力成果のお互いのフィードバックが考えられる分野である。この点を十分考慮し、効率

的なプロジェクト形成を行っていく必要がある。 
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